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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部空間を有する本体と、
　圧縮空気が供給されることにより周囲空気を前記本体内に真空吸引する吸引手段と、
　前記吸引手段によって前記周囲空気とともに真空吸引された放射能汚染物を前記本体内
で自重によって前記周囲空気と分離する分離手段と、
　前記周囲空気と分離された前記放射能汚染物を一時的に収容するとともに、前記放射能
汚染物を収集するための袋状部材が気密状態で装着される開口を下部に有する収容手段と
、
前記吸引手段に対して圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段とを備え、
　前記収容手段の下部には、前記開口を覆う袋状部材を支持する支持手段が設けられてお
り、
　前記本体、前記吸引手段、前記分離手段、前記収容手段、前記支持手段及び前記圧縮空
気供給手段は、運搬用走行車に搭載されていることを特徴とする、放射能汚染物収集シス
テム。
【請求項２】
　前記本体には、前記放射能汚染物を前記周囲空気とともに吸引するための蛇腹状ホース
が接続されており、
　前記本体内には、前記蛇腹状ホースを通じて吸引され、前記放射能汚染物と分離された
周囲空気をろ過するためのフィルター手段が設けられており、
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　前記吸引手段は、前記圧縮空気が供給されることにより真空吸引を可能にするエジェク
タ装置であり、
　前記エジェクタ装置は、前記フィルター手段によってろ過された空気を排出する排出口
を有する、請求項１に記載の放射能汚染物収集システム。
【請求項３】
　前記袋状部材は、フレキシブルコンテナバッグである、請求項１または２に記載の放射
能汚染物収集システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放射能等によって汚染された汚染物を収集するための汚染物収集装置、それ
を用いた汚染物収集システム及び汚染物収集方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、放射能等によって汚染された落ち葉や土壌等（以下、総称して「土壌等」という
）を浄化する方法が提案されている（例えば特許文献１参照）。土壌等を浄化するために
、汚染された土壌等を収集するときには、例えば図１２に示すような吸引分離装置４０が
用いられる。この吸引分離装置４０は、円筒中空状の本体４１と、本体４１に接続され汚
染された土壌等を周囲空気とともに吸引するための吸引ホース４２と、圧縮空気が供給さ
れることにより汚染された土壌等を周囲空気とともに本体４１内に真空吸引する真空吸引
部４３と、本体４１を上下方向に移動自在に支持する支持架台４４とによって構成されて
いる。
【０００３】
　この吸引分離装置４０を使用する際には、本体４１の下方のスペースの支持架台４４に
ドラム缶Ｄが載置され、真空吸引部４３に圧縮空気を供給するためのコンプレッサ（図略
）が圧縮空気供給ホース４５を介して接続される。ドラム缶Ｄは、本体４１によって吸引
された汚染物を収容するためのものであり、例えば容量が約０．２ｍ３とされる。この場
合、本体４１とドラム缶Ｄとは気密状態とされる。
【０００４】
　吸引分離装置４０では、コンプレッサから圧縮空気が供給されると本体４１内が真空状
態になり、吸引ホース４２によって汚染された土壌等が周囲空気とともに吸引され、本体
４１内において周囲空気と汚染物が分離される。分離された周囲空気は、図示しないフィ
ルターを介して本体４１の上部から外部に放出される。一方、汚染物は、自重により下方
に落下しドラム缶Ｄ内に収容される。
【０００５】
　ドラム缶Ｄに収容された汚染物は、取り扱いが容易な例えばフレキシブルコンテナバッ
グ（以下、単に「フレコンバッグ」という）に移されて運搬等が行われる。フレコンバッ
グは、例えば化学繊維等からなる袋状の包み材であり、約１ｍ３の収容物を充填すること
ができるものである。
【０００６】
　ドラム缶Ｄに収容された汚染物をフレコンバッグに移し替える場合、容量約１ｍ３のフ
レコンバッグにほぼ満杯の汚染物を収容しようとすると、ドラム缶Ｄの容量は約０．２ｍ
３であるため、収容された汚染物をフレコンバッグに移し替える作業が約５回発生する。
そのため、作業者は、面倒でかつ煩雑な作業を行わなければならなかった。
【０００７】
　また、ドラム缶Ｄからフレコンバッグに汚染物を移し替えるときには、ドラム缶Ｄの天
地を逆さまにして汚染物を下方に落下させてフレコンバッグに収納させる必要がある。し
たがって、作業者は多大な労力が必要であり、また、移し替え時に汚染された土壌等の粉
塵が飛散して、その作業者が被ばくするといったおそれがあった。
【０００８】
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００４－２４３１９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、多大な労力や作業に長時
間を要することなく汚染物を効率的に収集することのできる汚染物収集装置を提供するこ
とをその課題とする。また、この汚染物収集装置を用いた汚染物収集システム及び汚染物
収集方法を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の側面によって提供される放射能汚染物収集システムは、内部空間を有す
る本体と、圧縮空気が供給されることにより周囲空気を前記本体内に真空吸引する吸引手
段と、前記吸引手段によって前記周囲空気とともに真空吸引された放射能汚染物を前記本
体内で自重によって前記周囲空気と分離する分離手段と、前記周囲空気と分離された前記
放射能汚染物を一時的に収容するとともに、前記放射能汚染物を収集するための袋状部材
が気密状態で装着される開口を下部に有する収容手段と、前記吸引手段に対して圧縮空気
を供給する圧縮空気供給手段とを備え、前記収容手段の下部には、前記開口を覆う袋状部
材を支持する支持手段が設けられており、前記本体、前記吸引手段、前記分離手段、前記
収容手段、前記支持手段及び前記圧縮空気供給手段は、運搬用走行車に搭載されているこ
とを特徴としている。
【００１２】
　本発明の放射能汚染物収集システムにおいて、前記本体には、前記放射能汚染物を前記
周囲空気とともに吸引するための蛇腹状ホースが接続されており、前記本体内には、前記
蛇腹状ホースを通じて吸引され、前記放射能汚染物と分離された周囲空気をろ過するため
のフィルター手段が設けられており、前記吸引手段は、前記圧縮空気が供給されることに
より真空吸引を可能にするエジェクタ装置であり、前記エジェクタ装置は、前記フィルタ
ー手段によってろ過された空気を排出する排出口を有するとよい。
【００１３】
　本発明の放射能汚染物収集システムにおいて、前記袋状部材は、フレキシブルコンテナ
バッグであるとよい。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、本体は内部空間を有するともに下部に開口を有しているので、例えば
開口を袋状部材で覆い本体を例えば地盤上に立設するようにすれば、本体内を気密状態に
することができる。そして、この気密状態において吸引手段によって周囲空気を本体内に
真空吸引するようにすれば、周囲の空気とともに汚染物を吸引することができる。吸引さ
れた汚染物は、本体内において分離され、例えば汚染物収集装置を吊り上げることにより
、自重で袋状部材（例えばフレコンバッグ）に収集される。そのため、従来の構成のよう
に、ドラム缶を用いることはなく、またドラム缶から袋状部材に移し返る作業も発生せず
、汚染物を容易にかつ確実に袋状部材に収容することができる。したがって、多大な労力
や作業に長時間を要することなく汚染物を効率的に収集することができる。
【００１９】
　また、本発明によれば、汚染物の収集、分離、収容の各処理が汚染物収集装置の内部で
全て行われるため、例えば汚染された土壌等の粉塵が外部に飛散することが防止される。
また、従来の構成のように、ドラム缶の天地をひっくり返して汚染物を袋状部材に収容す
ることもなく、作業者が汚染された土壌等によって直接的に被ばくすることがない。その
ため、安全性の高い汚染物収集システムを提供することができる。
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【００２０】
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る汚染物収集システムの構成を示す概略ブロック図で
ある。
【図２】図１に示す汚染物収集装置の斜視図である。
【図３】汚染物収集装置の内部を示す一部概略構成図である。
【図４】汚染物収集装置の作用を説明するための図である。
【図５】汚染物収集装置の作用を説明するための図である。
【図６】汚染物収集装置の作用を説明するための図である。
【図７】汚染物収集装置の変形例を示す図である。
【図８】本発明の第２実施形態に係る汚染物収集システムの構成を示す概略側面図である
。
【図９】図８に示す汚染物収集システムの背面図である。
【図１０】汚染物収集装置の作用を説明するための図である。
【図１１】汚染物収集装置の作用を説明するための図である。
【図１２】従来の汚染物収集システムを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００２３】
＜第１実施形態＞
　図１は、本発明の第１実施形態に係る汚染物収集システムの構成を示す概略ブロック図
であり、図２は、図１に示す汚染物収集装置の斜視図である。また、図３は、汚染物収集
装置の内部を示す一部概略構成図である。
【００２４】
　本発明に係る汚染物収集システムは、例えば放射能で汚染された土壌等に含まれる土、
砂、瓦礫、草、落ち葉等の汚染物を、袋状部材としての例えばフレキシブルコンテナバッ
グＦ（以下、単に「フレコンバッグＦ」という）に収集するためのものである。なお、フ
レコンバッグＦは、例えばポリエチレンやポリプロピレン等の化学繊維からなる袋状のも
のであり、例えば１０００リットル程度の収容物を充填させることができる。フレコンバ
ッグＦは、上部に汚染物を投入するための開口を有する。
【００２５】
　汚染物収集システムは、図１に示すように、例えば載置台Ｓ上に立設された汚染物収集
装置１と、この汚染物収集装置１に圧縮空気を供給するコンプレッサ２と、汚染物収集装
置１を吊り上げる吊り上げ装置３とによって外略構成される。汚染物収集装置１とコンプ
レッサ２とは、圧縮空気供給ホース４によって接続されている（厳密には、圧縮空気供給
ホース４は、後述するエジェクタ装置９に接続される）。また、汚染物収集装置１には、
汚染物を吸引するための吸引ホース５が接続されている。
【００２６】
　汚染物収集装置１は、本汚染物収集システムの中枢となるものであり、周囲の空気とと
もに汚染された土壌等を吸引し、吸引された汚染物を内部で周囲の空気と分離し、分離さ
れた汚染物をフレコンバッグＦに収容するためのものである。汚染物収集装置１は、図２
に示すように、概略外形が略円柱状とされた鋼製であり、上部に配置された円筒中空状の
上部本体６と、その下部に気密状態で接続された第１収容部７と、さらにその下部に気密
状態で接続された第２収容部８とによって構成されている。
【００２７】
　上部本体６は、その上面に吸引手段としてのエジェクタ装置９を備えている。エジェク
タ装置９は、コンプレッサ２から圧縮空気が供給されることにより、汚染物収集装置１内
を真空にした状態で汚染物を周囲の空気とともに吸引可能にするものである。
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【００２８】
　エジェクタ装置９には、一端がコンプレッサ２に接続された圧縮空気供給ホース４の他
端が接続されており、この圧縮空気供給ホース４を通じて例えば約０．８ＭＰａの圧縮空
気がエジェクタ装置９に供給される。エジェクタ装置９は、吸引した周囲の空気をその上
部から排出する。
【００２９】
　エジェクタ装置９は、中空状箱型の筐体を備えており、上部本体６と接する底板９ｂに
は図示しない複数の開口が形成されている。底板９ｂには、図３に示すように、上部本体
６側に突出するように吊下げ状態で、かつ上記各開口に応じて複数の略円柱状の第１フィ
ルター１１がそれぞれ支持されている。また、エジェクタ装置９の筐体内部には、略直方
体状の第２フィルター１２が配置されている。そのため、第１フィルター１１を下方から
通過する空気は、上記開口を介してエジェクタ装置９の内部に進行し、第２フィルター１
２を通過するようになっている。
【００３０】
　第１フィルター１１は、例えば１μｍの微粒子を約９５％の割合で除去することのでき
るフィルターである。また、第２フィルター１２は、例えば０．３μｍの微粒子を約９９
．９％の割合で除去することのできるヘパフィルターである。
【００３１】
　なお、エジェクタ装置９は、図示しないが、コンプレッサ２からの圧縮空気を調整する
ためにエア圧力を表示する供給エア圧力ゲージや、汚染物収集装置１の内部と外気圧との
差を表示する差動圧力ゲージ等を備えている。
【００３２】
　上部本体６は、吸引ホース５を通じて周囲の空気とともに吸引された汚染物を周囲の空
気と分離させるものである。上部本体６は、外観が略円筒状の外周壁部１３を有しており
、内部には、その外周壁部１３より小の直径を有する略円筒状の内周壁部１４が備えられ
ている（図３参照）。
【００３３】
　上部本体６の側面に接続された吸引ホース５は、放射能で汚染された瓦礫等を含む土壌
等を周囲の空気とともに吸引するためのものである。吸引ホース５は、例えば内径約１５
０ｍｍの蛇腹状に形成されており、例えば全長約３０ｍとされている。なお、吸引ホース
５の内径及び長さは、これらの数値に限定されるものではない。上部本体６には、図示し
ないが、吸引ホース５の内径の異なる他のホースを接続可能な接続口が形成されている。
上部本体６は、吸引する汚染物の大きさ等に応じて、吸引ホース５または他のホースがそ
れぞれ接続される。なお、上部本体６には、さらに異なる他のホースが接続可能な接続口
が形成されていてもよい。
【００３４】
　上部本体６は、その側面に一対の支持受け６ａが設けられている。一対の支持受け６ａ
は、上部本体６を第１収容部７と切り離して上方に吊り上げる場合に、上部本体６を吊り
上げるための棒状の棒状部材（図略）を支持するものである。
【００３５】
　上記した上部本体６の構成により、吸引ホース５を通じて吸引された空気及び汚染物は
、外周壁部１３と内周壁部１４の間の空間において分離され、分離された空気は、エジェ
クタ装置９から突出された第１フィルター１１を通過してエジェクタ装置９側に進行する
ようになっている。一方、分離された汚染物は、自重により下方に落下する。ここで、外
周壁部１３及び内周壁部１４は、特許請求の範囲に記載の分離手段として機能する。なお
、吸引された空気及び汚染物は、外周壁部１３と内周壁部１４の間の空間において分離さ
れるのではなく、第１フィルター１１の下方の空間において分離されてもよい。
【００３６】
　第１収容部７は、図２に示すように、略円筒状に形成されており、汚染物を収容するた
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めのものである。第１収容部７の内部には、汚染物が所定の容量に達したことを検出する
ための検出センサ（図略）が設けられている。第１収容部７は、外部側面に、汚染物収集
装置１に収集された汚染物が所定の容量に達したことを外部に報知するための報知装置１
５（例えばパトライト（登録商標））が備えられている。
【００３７】
　検出センサは、例えばフォトダイオードによって構成される光センサからなり、第１収
容部７の内部において汚染物が所定の容量に達すると、それを検出し、報知装置１５を動
作させる。これにより、作業者は、汚染物収集装置１内で汚染物が所定容量蓄積されたこ
とを認識することができる。なお、検出センサは、光センサに限らず、蓄積された汚染物
を検出することができるものであれば、他の検出方法が用いられてもよい。また、報知装
置１５は、パトライト（登録商標）に限るものではなく、他の報知装置でもよいし、ある
いは音声で案内するものでもよい。
【００３８】
　第１収容部７は、その側面に一対の支持受け７ａが設けられている。一対の支持受け７
ａは、第１収容部７を第２収容部８と切り離して上方に吊り上げる場合に、第１収容部７
を吊り上げるための棒状部材（図略）を支持するものである。
【００３９】
　第２収容部８は、第１収容部７と同様に略円筒状であって汚染物を収容するためのもの
であり、下端に開口８ａを有している。第２収容部８の外面には、平面視略コの字状の複
数の支持受け８ｂが設けられ、支持受け８ｂには、汚染物収集装置１の立設状態を支持す
るための複数の支持脚１６がそれぞれ嵌合装着されている。なお、第１収容部７及び第２
収容部８は、特許請求の範囲に記載の収容手段として機能する。
【００４０】
　第２収容部８の下部には、上記したフレコンバッグＦが装着される。具体的には、この
汚染物収集装置１は、上面が平滑に形成された載置台Ｓ上に立設された状態に配置される
が、フレコンバッグＦは、第２収容部８の下端縁と載置台Ｓの上面とに挟まれた状態とさ
れるとともに、第２収容部８の下部をフレコンバッグＦが覆うようにして装着される。そ
のため、フレコンバッグＦが装着された状態で汚染物収集装置１が載置台Ｓ上に立設され
ると、第２収容部８の下端開口８ａを通じて空気が進入することが遮断され、汚染物収集
装置１の内部は気密状態に維持される。
【００４１】
　後述するように、この気密状態で汚染物が汚染物収集装置１内に収容され、汚染物収集
装置１が吊り上げ装置３によって吊り上げられると、フレコンバッグＦのみが載置台Ｓ上
に残されるので、汚染物がフレコンバッグＦ内に収容される。
【００４２】
　なお、第２収容部８の下端にフレコンバッグＦを装着した際に気密状態が保持できるの
であれば、載置台Ｓを省略し、直接的に地盤上に汚染物収集装置１を立設させてもよい。
また、載置台Ｓに代えて、他の部材を用いるようにしてもよい。
【００４３】
　吊り上げ装置３は、例えば汎用のクレーン装置からなり、汚染物収集装置１を吊り上げ
る際に用いられる。吊り上げ装置３は、図１においては汚染物収集装置１を挟持して吊り
上げる構成とされるが、汚染物収集装置１を吊り上げる方法としてはこの方法に限るもの
ではなく、例えば上部本体６の支持受け６ａに棒状部材（図略）を挿入し、棒状部材を支
持して吊り上げるようにしてもよい。あるいは、第１収容部７の外周壁に設けられた支持
片１７に、例えばワイヤー等を引掛けて吊り上げるようにしてもよい。また、吊り上げ装
置３は、クレーン装置に限らず、ユニック車、滑車、荷揚げ機、ウィンチまたはホイスト
等が用いられてもよい。
【００４４】
　次に、本実施形態の汚染物収集システムの作用について説明する。
【００４５】
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　まず、作業者は、図４（ａ）に示すように、汚染物収集装置１を吊り上げ装置３によっ
て所定高さまで吊り上げ、汚染物収集装置１（第２収容部８）の下部を覆うようにして、
上部開口が広げられた状態のフレコンバッグＦを装着する。次に、図４（ｂ）に示すよう
に、吊り上げられた汚染物収集装置１を下降させ、フレコンバッグＦが装着された状態で
載置台Ｓ上に載置させる。なお、この場合、予めフレコンバッグＦを載置台Ｓ上に載置さ
せておき、フレコンバッグＦの上方から汚染物収集装置１を下降させてもよい。
【００４６】
　第２収容部８の下端開口８ａとフレコンバッグＦとの間が遮断され、汚染物収集装置１
内が気密状態に維持された状態になると、コンプレッサ２から圧縮空気供給ホース４を通
じて圧縮空気がエジェクタ装置９に供給される。これにより、汚染物収集装置１は、吸引
状態となるので、作業者によって吸引ホース５を通じて周囲の空気とともに汚染物を吸引
することが可能となる。
【００４７】
　吸引ホース５は、所定の長さを有するとともに柔軟性を有しているため、所定の範囲に
おいて周囲の空気とともに汚染物を吸引することができる。吸引ホース５を通じて吸引さ
れた周囲の空気と汚染物とは、図５に示すように、上部本体６内に移動され、上部本体６
の外周壁部１３と内周壁部１４の間の空間において、汚染物が自重により下方に落下し、
汚染物は周囲の空気と分離される。下方に落下した汚染物は、第１収容部７及び第２収容
部８の内方に蓄積される。
【００４８】
　一方、外周壁部１３と内周壁部１４の間において分離された空気は、エジェクタ装置９
から突出された第１フィルター１１を通過し、エジェクタ装置９側に進行する。エジェク
タ装置９側に進行した空気は、さらに第２フィルター１２を通過し、本体上部から外部に
排出される。このように、吸引ホース５を通じて汚染物とともに吸引された周囲の空気は
、上部本体６において汚染物と分離され、第１フィルター１１及び第２フィルター１２に
よって浄化され、清浄化されて外部に排出され、大気に戻される。
【００４９】
　汚染物は、第１収容部７及び第２収容部８の内方に蓄積され、汚染物がほぼ満杯になっ
たことが検出センサによって検出されると、その旨が報知装置１５に伝達され、報知装置
１５において外部に報知される。この報知により、作業者は、汚染物収集装置１内に汚染
物がほぼ満杯になったことを認識し、コンプレッサ２からのエジェクタ装置９に対する圧
縮空気の供給を停止させる。これにより、汚染物収集装置１による吸引、収集が終了する
。
【００５０】
　次に、作業者は、図６（ａ）～（ｃ）に示すように、吊り上げ装置３を用いて汚染物収
集装置１を吊り上げる。この際、第２収容部８の下端は開口８ａが形成されているため、
第１収容部７及び第２収容部８の内方に蓄積されていた汚染物は、作業者がフレコンバッ
グＦの上端部を手で支持するようにすれば、周囲に溢れ出すことなくそのままフレコンバ
ックＦ内に収容される。汚染物が収容されたフレコンバッグＦは、その後、作業者によっ
て所定の保管位置に移動される。
【００５１】
　そして、吊り上げられた汚染物収集装置１の下部には、新たに次のフレコンバッグＦが
装着される。次いで、吊り上げられた汚染物収集装置１が載置台Ｓ上に載置され、次の汚
染物の収集作業が開始される。
【００５２】
　このように、この汚染物収集システムによれば、周囲の空気とともに吸引された汚染物
は、上部本体６において分離され、汚染物収集装置１を吊り上げることにより、自重でフ
レコンバッグＦに収集することができる。そのため、従来の構成のように、ドラム缶Ｄを
用いることはなく、またドラム缶ＤからフレコンバッグＦに何度も移し返る作業が発生せ
ず、汚染物を容易にかつ確実にフレコンバッグＦに収容することができる。したがって、
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作業時間の効率化を図ることができる。
【００５３】
　また、この汚染物収集システムによれば、汚染物の収集、分離、収容の各処理が汚染物
収集装置１の内部で全て行われるため、例えば汚染された土壌等の粉塵が外部に飛散する
ことが防止される。また、従来の構成のように、ドラム缶Ｄの天地をひっくり返して汚染
物をフレコンバッグＦに収容することもなく、作業者が汚染物によって直接的に被ばくす
ることがない。そのため、安全性の高い汚染物収集システムを提供することができる。
【００５４】
　汚染物を吸引されるときの気密状態は、汚染物収集装置１を載置台Ｓに立設させること
により、汚染物収集装置１の自重により保持される。そのため、気密状態を確保するため
の特別な機構を必要とせず、その分、部品コストを低減することができる。
【００５５】
　なお、例えば第１収容部７、第２収容部８及び載置台Ｓを２基ずつ有している場合には
、汚染物の収集作業を効率的に行うことができる。すなわち、一方の汚染物収集装置１に
おいて汚染物を吸引、収集している際に、他方の第１収容部７、第２収容部８及び載置台
ＳにおいてフレコンバッグＦを装着するようにする。次いで、一方の汚染物収集装置１に
おいて汚染物を吸引、収集が終了すれば、吊り上げ装置３を用いて上部本体６のみを第１
収容部７から切り離して吊り上げ、他方の第１収容部７の上方に接合させる。
【００５６】
　その後、上部本体６が接続された他方の第１収容部７及び第２収容部８において、汚染
物の吸引、収集作業を行う。その際、上部本体６が切り離された一方の汚染物収集装置１
において新たにフレコンバッグＦを装着するようにする。このような工程を繰り返すこと
により、中断する時間を発生させることなくほぼ継続的に吸引、収集作業を行うことがで
きる。そのため、汚染物の収集作業を効率的に行うことができる。
【００５７】
　また、汚染物収集装置１は、汚染物の収集量を増やすために、図７に示すように、第３
収容部１８が設けられるようにしてもよい。第３収容部１８は、第１及び第２収容部７，
８と同様の直径を有する略円筒状に形成され、所定の高さを有する。第３収容部１８は、
第１収容部７と第２収容部８との間に介在されて取り付けられる。第３収容部１８が取付
られることにより、汚染物収集装置１の全体高さを高くすることができ、すなわち内部の
収容スペースを大きくすることができるので、汚染物の収集量を増やすことができる。
【００５８】
＜第２実施形態＞
　図８は、本発明の第２実施形態に係る汚染物収集装置が適用される汚染物収集システム
の構成を示す概略側面図、図９は、図８に示す汚染物収集システムの背面図である。なお
、図８及び図９では、圧縮空気供給ホース４及び吸引ホース５等は省略されている。
【００５９】
　この汚染物収集システムでは、汚染物収集装置２１が例えば不整地運搬車Ｃ等に搭載さ
れ、不整地運搬車Ｃによって汚染物収集装置２１を任意の収集場所に移動させることがで
きる点、及びフレコンバッグＦへ汚染物を収納させる方法の点等で、上記した第１実施形
態の汚染物収集システムと相違する。
【００６０】
　この汚染物収集システムでは、図８及び図９に示すように、不整地運搬車Ｃの荷台２２
に一対のＨ鋼部材２３が不整地運搬車Ｃの進行方向に沿って並設され、Ｈ鋼部材２３の上
部には、デッキ２４が配置されるとともに、汚染物収集装置２１を立設させるための取付
架台２５が配置されている。
【００６１】
　また、Ｈ鋼部材２３の上部であって前方寄りには、コンプレッサ２が配置されている。
デッキ２４には、タラップ２６及び手摺２７が設けられている。取付架台２５の上部には
、シリンダ２８を支持するシリンダ取付部材２９が設けられている。シリンダ２８は、後
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述するように手動式とされ、汚染物収集装置２１の下端開口を開閉するための開閉ゲート
３０を動作させるためのものである。
【００６２】
　汚染物収集装置２１は、その下部に第２収容部３１を備えている。第２収容部３１の下
端には、開口３１ａが形成され、この開口３１ａは、開閉ゲート３０によって開閉自在と
されている。開閉ゲート３０は、その基部が取付架台２５に支持されている。開閉ゲート
３０は、図１０及び図１１に示すように、シリンダ２８によって開閉動作される。その他
の構成については、上記した第１実施形態と略同様である。
【００６３】
　この第２実施形態の汚染物収集システムによると、汚染物収集装置２１及びコンプレッ
サ２を搭載した不整地運搬車Ｃが所定の収集場所に移動される。不整地運搬車Ｃが所定の
収集場所で停止すると、作業者は、図１０（ａ）に示すように、開閉ゲート３０を開いた
状態で第２収容部３１の下方からフレコンバッグＦを添え、第２収容部３１にフレコンバ
ッグＦを装着する。
【００６４】
　次に、フレコンバッグＦが装着された状態で、図１０（ｂ）に示すように、シリンダ２
８によって開閉ゲート３０を動作させ（白矢印参照）、開閉ゲート３０によって第２収容
部３１の開口３１ａを閉塞させる。この場合、フレコンバッグＦは、第２収容部３１と開
閉ゲート３０との間に挟まれ、第２収容部３１とフレコンバッグＦとは気密状態に保持さ
れる。
【００６５】
　次いで、フレコンバッグＦが保持された状態でコンプレッサ２によって汚染物収集装置
２１に圧縮空気が供給され、吸引ホース５を通じて汚染物が周囲の空気とともに吸引され
る。汚染物は、上部本体６内で吸引された空気と分離され、自重により第２収容部３１に
向かって落下する。この場合、フレコンバッグＦは、第２収容部３１の下部に保持されて
いるので、落下した汚染物は、フレコンバッグＦの内底面と第２収容部３１の側内面とで
囲まれた空間に蓄積されていく。汚染物が所定量に達すると、報知装置（図略）によって
報知され、作業者は、満杯状態を知ることができる。
【００６６】
　その後、図１１（ａ）に示すように、シリンダ２８によって開閉ゲート３０が開かれる
。そのため、フレコンバッグＦが開放可能な状態になり、例えば作業者によって支持され
ながらそのまま地盤上に載置される。このとき、第２収容部３１の内部に蓄積されていた
汚染物は、自重により落下し、フレコンバッグＦ内にそのまま収容される。すなわち、こ
の第２実施形態では、汚染物収集装置２１を吊り上げることなく汚染物をフレコンバッグ
Ｆに収容することができる。
【００６７】
　次に、同じ収集場所でさらに汚染物を収集するときには、上記した手順で新たなフレコ
ンバッグＦを第２収容部３１の下部に装着する。また、収集場所を変更するときには、汚
染物収集装置２１を搭載したまま不整地運搬車Ｃを移動させる。
【００６８】
　このように、第２実施形態の汚染物収集システムでは、汚染物収集装置２１が不整地運
搬車Ｃに搭載され、フレコンバッグＦを第２収容部３１に装着したり取り外したりするだ
けで、汚染物をフレコンバッグＦに収集することができる。そのため、第１実施形態の汚
染物収集システムのように、フレコンバッグＦを新たに装着するたびに汚染物収集装置２
１を吊り上げる必要がなく、そのための重機を用いる必要がない。したがって、作業時間
を短縮化することができ、作業コストの低減化を図ることができる。
【００６９】
　また、汚染物収集装置２１が不整地運搬車Ｃに搭載されているため、任意の収集位置に
容易に移動することができる。そのため、第１実施形態の汚染物収集システムのように、
汚染物収集装置１やコンプレッサ２の配置位置を考慮する必要がない。また、汚染物収集
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できる。また、吸引ホース５や圧縮空気供給ホース４を短くすることができるので、作業
コストを削減することができる。
【００７０】
　なお、本発明の範囲は上述した実施の形態に限定されるものではなく、発明の範囲を逸
脱しない範囲で種々の変更を行うことができる。例えば上記実施形態における汚染物収集
装置１，２１、コンプレッサ２及び吊り上げ装置３等の形態、大きさ及び構造等は、上記
実施形態に限るものではなく適宜設計変更可能である。
【００７１】
　また、第２実施形態において汚染物収集装置２１を搭載する車両としては、上記不整地
運搬車に限るものではなく、汚染物収集装置２１を搭載しかつ走行されるものであれば、
他の運搬車を適用することができる。さらに、上記実施形態における袋状部材としては、
上記したフレコンバッグＦに限るものではなく、上記した機能を発揮する範囲のものであ
れば他の袋状部材を適用することができる。
【符号の説明】
【００７２】
　１，２１　　汚染物収集装置
　２　　コンプレッサ
　３　　吊り上げ装置
　４　　圧縮空気供給ホース
　５　　吸引ホース
　６　　上部本体
　７　　第１収容部
　８，３１　　第２収容部
　９　　エジェクタ装置
１１　　第１フィルター
１２　　第２フィルター
１３　　外周壁部
１４　　内周壁部
３０　　開閉ゲート
　Ｃ　　不整地運搬車
　Ｆ　　フレキシブルコンテナバッグ
　Ｓ　　載置台



(11) JP 6366162 B2 2018.8.1

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(12) JP 6366162 B2 2018.8.1

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(13) JP 6366162 B2 2018.8.1

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   　　　　                                Ｇ２１Ｆ    9/28     　　　Ｚ        　　　　　

(72)発明者  今井　義
            東京都中央区晴海１－８－１０　トリトンスクエアタワーＸ２２階　光洋機械産業株式会社内

    審査官  藤原　伸二

(56)参考文献  実開平０１－０７３３２６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１１－１４５１２３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０１－２９７１１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２９２３９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３１７３１７４（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０１－１２１７９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２３１０９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０３－２８８５１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第４６９５２９９（ＵＳ，Ａ）　　　
              特開２０１４－０５２３５１（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ２１Ｆ　　　９／２８
              Ｂ０９Ｂ　　　１／００－５／００
              Ｂ０９Ｃ　　　１／００－１／１０
              Ｂ０１Ｄ　　４５／００－４５／１８
              Ｂ０１Ｄ　　４６／００－４６／５４
              Ｂ０１Ｄ　　５０／００　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

